
○徳島県生活環境保全条例 
(改善勧告及び改善命令) 

第三十六条 知事は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が

昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分

ごとに別表第十五に掲げる基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺

の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期

限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善

し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。 
 


